
機密性○ 機密性○ 

制度の概要 
（日本産キャビアの輸出の場合） 

・キャビアの加工・包装 
・再使用不可ラベル（未開封であ
ることが視覚的に分かるシール）
の貼付 

水産庁（施設登録制度） 

加工工場 

・チョウザメを養殖 

②’施設登録 

施設登録書 

経済産業省（外為法に基づく承認等） 

④輸出承認申請 
（CITES掲載種である
ため、もともと必要） 

・輸出承認申請書 
・CITES輸出許可申請書 
（ラベル情報を記載） 
・施設登録書の写し 等 

施設登録書 

②施設登録 

③販売 

①登録申請 

①’登録申請 

⑤輸出承認証・
CITES輸出許可書
の発行 

CITES 

輸出者 

養殖場 

原料の提供 

⑥ 輸出 
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標準種 
コード 

（ラベル情報の例） 

原産国 
加工工場の 
登録コード 

キャビアの 
ロット番号 

出所コード 
（Ｃ：飼育繁殖） 

抱卵個体の 
収穫年 
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